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【問い合せ先】 

 日生協企業年金基金 事務部業務課給付グループ 

住所    〒１５１－００５１ 

        東京都渋谷区千駄ケ谷４－１－９ 南部ビル１階 

 

給付手続専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 

電話 

FAX 

E-mail 

 

０１２０－６０４－６０８ 

０３－３４９７－０８８1 

０３－３４９７－０８８２ 

coopkikin@work.odn.ne.jp 
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＜１．はじめに＞ 

このしおりは、日生協企業年金基金（以下「基金」といいます。）からの支給を６０歳ま

で受け取りを繰り下げている方の必要な諸手続きを記したものです。 

手続きに支障のないよう、事前にご一読ください。 

  

お手続き等についてご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 

なお、お問い合せに際しては氏名・生年月日・加入者番号等を確認させていただきます。 

確認できない場合はご回答できないこともありますので、ご了承ください。 

 

 

＜２．繰下者とは＞ 

繰下者とは、１５年以上の加入期間があり、６０歳前に資格喪失（基金を脱退）された 

方で、６０歳まで受け取りを繰り下げている方をいいます。 

 繰下中、半年複利（3 月末と９月末）で利息が付与されます。 

 また、繰下者については原則、請求時まで企業年金連合会の住基ネットワーク（以下「住 

基」といいます。）を利用して、年 1 回現況確認を実施します。 

 

 

＜３．繰下期間中に必要な手続き＞ 

（１）「繰下者 基本情報変更届」の提出 

住所や氏名が変わったときには「繰下者 基本情報変更届」を基金にご提出ください。

基本的に添付書類は不要です。 

 ※氏名変更時に住基で最新の氏名による現況確認ができない場合は、氏名変更に関する

市町村長・区長または総合区長の証明書または戸籍抄本（証明印があり、発行から 6 ヵ

月以内とわかる原本）を提出依頼いたしますので、ご提出をお願いいたします。 

 

（２）繰下者がお亡くなりになられた時の手続き 

 繰下者が亡くなられた場合は、基金までご連絡をお願いいたします。遺族給付金（一 

時金）のご案内をいたします。 

 なお、遺族給付金を請求できるご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、 

その他の親族の順です。請求できるご遺族が 2 人以上いる場合、その請求は請求者がほ

かのご遺族全員について行ったものとみなし、その支払いはご遺族全員に対して行った

ものとします。 

https://www.nisseikyoukikin.jp/korekara/jyukyu/todokede2.html
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＜４．６０歳まで繰り下げされた方へ＞ 

６０歳到達月の月末に、基金からご登録されている住所へ給付請求のご案内を送付いた

します。一時金・年金のどちらで受け取るかを決めていただき、給付請求書類等を基金ま

でご提出ください。請求方法の詳細につきましては、ご案内をご確認ください。 

 

（例）4 月誕生日の場合：4 月末に基金より発送し、5 月初めごろにお手元に届きます。 

 

 

＜５．その他＞ 

６０歳到達前に受け取りを繰り下げる事を終了し、一時金で受け取ることができます。

退職時の一時金相当額に請求時までの利息が付与されます。希望される方は基金までご連

絡をお願いいたします。給付請求のご案内をいたします。 

 

※60 歳到達前に一時金をご請求された場合は、60 歳到達時での一時金または年金で、 

 お受け取りができなくなりますのでご注意ください。 


